
巡回集荷を外部委託することで拘束時間を短縮静岡②

一►発荷主企業
冷凍食品製造業の物流子会社

►元請運送事業者
東京に本社を置く物流事業者

►実運送事業者
静岡県に本社を置く物流事業者

►荷種
冷凍食品関係（中部と関東間の輸送）
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関東での巡回集荷を外部に委託（集荷の分離）したことで、
運行の間に休息期間が適切に取れるようになり、
改善基準告が遵守できる運行に。
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①関東での複数力所で巡回集荷に時間を要する

中部を出発し関東まで輸送した後の集荷が、複数の冷凍施設を巡回集荷するため、時間を
要する作業に。

②休息期間がとれない運行計画

中部を出発し関東まで輸送した後、休憩時間をとってはいるものの、8時間に満たないため、
休息期間とならず、その後関東の複数の冷凍施設を巡回集荷し、集荷終了後、そのまま中

部の本社事業所まで運行を行なっていた。

①関東での巡回集荷を外部に委託（集荷の分離）

関東での複数力所での巡回集荷を、荷主企業、元請物流事業者側で担い、実運送事業者

は、別途集荷された冷凍食品が一時保管されている物流センターから中部への輸送のみ
を担当するといった、集荷と幹線輸送を分離する仕組みに変更。

②運賃アップの交渉と成約

集荷を分離する（外部に委託する）分の経費について、実運送事業者から荷主企業に運賃

ァップを交渉し、それを受け入れてもらえたことで実現。

①今回の改善により、運行の間に休息期間が適切に取れるようになり、改善基準告が遵守で

きる運行となった。
②拘束時間は、改善前は平均30時間16分に対し、改善後は、平均8時間29分で、最長が13時
間45分、最短が2時間14分となった。

一① 改善基準告示が遵守出来る運行となった。

② 荷主企業にとってもコンプライアンス遵守の輸送システムとなった。

① 実運送事業者がコンプライアンスとドライバーの労働条件改善の必要性を認識し、条件が

整わなければ取引を止めることも辞さないとの意識を持って、今回の改善に取り組んだこと。
② 関東での複数力所での巡回集荷を、既に集荷サービスを実施していた元請物流事業者に

委託できたこと。

③ 集荷の外部によりアップする経費分について、荷主企業が運賃アップを受け入れてもらえた
こと。荷主企業もその運賃アップ分を顧客に対して負担の交渉を行い、一部の顧客を除いて

理解してもらえたこと。
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